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(財)財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の

無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 

四半期会計基準の目的について 
 

 

四半期会計基準の目的に対する意見（金融庁） 

（2006年9月21日、第29回専門委員会） 

 四半期会計基準の目的について、「有用な情報」に修飾語をつけて更に弱い表現とする

現行案は、適切ではないと考える。 

 現状、四半期レビュー報告書では、適正性に関する消極的な結論の表明という形の文

言を記載する予定であり、また、中間監査報告書の有用性の表現は消えていくことが

考えられることから、金融庁としては会計基準と監査基準の整合性を重視し、国際会

計基準と同様、「適時かつ信頼しうる情報」という当初の文案とすることが望ましいと

考える。 

 

金融庁からの要請や第30回専門委員会（2006年10月5日）での意見を踏まえ、以下の

案を検討し、方向性を出すこととする。 

 

Ⅰ．現行の基準案 

＜基準＞ 

本会計基準は、四半期財務諸表に適用される会計処理及び表示を定めることを目的と

する。 

四半期財務諸表は、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業集団又は企業

の財政状態及び経営成績並びにキャッシュ・フローの状況に関し、適時性に係るより強

い制約のもとで、財務諸表利用者に対して有用な情報を提供するものでなければならな

い。 

 

＜結論の背景＞ 

四半期財務諸表の目的は、四半期会計期間に係る企業集団又は企業の財政状態及び経

営成績並びにキャッシュ・フローの状況に関し、適時性に係るより強い制約のもとで、

財務諸表利用者に対して有用な情報を提供することであるとしている（第1項参照）。「適

時性に係るより強い制約のもとで」という表現は、開示の適時性及び迅速性が求められ

る四半期財務諸表では、情報の質及び量が年度や中間会計期間の財務諸表と比較してよ

り限定的になるという点を考慮したものである。 

 

Ⅱ．再検討 

 (検討のポイント) 

・ 金融庁の提案の場合、年度、中間、四半期で表現が大きく異なることとなるが

どうか。 

・ 国際会計基準と同じ表現にすることで説得力があるか。 

・ 準拠性のみとした場合に、ASBJが今まで開発した会計基準との関係で、問題が

あるか。 
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(財)財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
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らの法律により禁じられています。 

 

【事務局案：準拠性のみを規定】 

 「本会計基準は、四半期財務諸表に適用される会計処理及び表示を定めることを目

的とする。」のみとし、「結論の背景」の「四半期財務諸表の目的」の部分を削除す

る。なお、「検討の前提」第 36項に、「適時性に係るより強い制約がある」という

表現は挿入する。 

 

 

【別案：有用性という表現を使用しない対応】 

＜基準＞ 

本会計基準は、四半期財務諸表に適用される会計処理及び表示を定めることを目的と

する。 

四半期財務諸表は、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業集団又は企業

の財政状態及び経営成績並びにキャッシュ・フローの状況に関し、適時性のある情報を

提供するものでなければならない。 

 

＜結論の背景＞ 

四半期財務諸表の目的は、四半期会計期間に係る企業集団又は企業の財政状態及び経

営成績並びにキャッシュ・フローの状況に関し、適時性のある情報を提供することであ

るとしている（第1項参照）。「適時性のある」という表現は、年度や中間会計期間の財

務諸表よりも開示の迅速性が求められる四半期財務諸表では、情報の質及び量が年度や

中間会計期間の財務諸表と比較してより限定的になるという点を考慮したものである。 

 

以 上 


